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○津山市自転車等放置防止条例施行規則 

平成１７年８月１日 

津山市規則第７６号 

（目的） 

第１条 この規則は，津山市自転車等放置防止条例（平成１７年津山市条例第１１７号。以

下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めることを目的とする。 

（用語） 

第２条 この規則において使用する用語は，条例において使用する用語の例による。 

（放置禁止区域の指定） 

第３条 条例第８条第３項の規定による告示は，次に掲げる事項とする。 

（１） 放置禁止区域 

（２） 放置禁止区域指定の年月日 

（自転車等の放置に関する特例措置） 

第４条 条例第９条ただし書の規定により，市長が特に必要と認めるときは，次のとおりと

する。 

（１） 警察業務，郵便業務等公共性又は公益性の高い業務に従業中であり，かつやむを

得ないとき。 

（２） 社会習慣上その他これに類する特別の事由があるとき。 

（指導） 

第５条 条例第１０条第１項に規定する指導は，口頭又は警告札による自転車等への取付け

により行うものとする。 

（相当の時間） 

第６条 条例第１０条第２項に規定する相当の時間は，前条の警告札を取付けた時から起算

して３時間とする。 

（放置規制区域における措置） 

第７条 条例第１１条の規定により，放置禁止区域以外の公共の場所（以下「放置規制区域」

という。）において，放置されている自転車等を移動し，又は撤去し保管することができ

る場合は，第５条の警告札を取付けた日から起算して７日経過後とする。 

２ 前項の規定は，市が設置及び管理する一般公共の用に供する自転車等駐輪場において，

利用されていない自転車等がある場合について準用する。 

（撤去保管の告示） 
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第８条 条例第１４条第１項に規定する放置禁止区域又は放置規制区域に放置された自転

車等の撤去保管の告示は，次に掲げる事項について行うものとする。 

（１） 撤去し，保管した自転車等が放置されていた場所 

（２） 撤去し，保管した自転車等の台数 

（３） 撤去し，保管した年月日 

（４） 保管及び返還を行う場所 

（５） 返還事務を行う期間及び時間 

（６） その他市長が必要と認める事項 

（利用者等への通知及び返還） 

第９条 条例第１４条第１項に規定する返還するために必要な措置は，次に掲げる事項とす

る。 

（１） 撤去保管した自転車等については，警察の協力を得て，速やかに当該自転車等の

利用者及び所有者（以下「利用者等」という。）へ通知するものとする。 

（２） 撤去保管された自転車等の利用者等は，当該自転車等の返還を受けようとすると

きは，その住所及び氏名を証するものを提示しなければならない。 

（３） 前項の提示を受けた場合，市長は警察と協議の上，撤去保管した自転車等の利用

者等であることを確認し返還するものとする。 

（処分の告示） 

第１０条 条例第１４条第２項の規定による処分の告示は，次に掲げる事項について行うも

のとする。 

（１） 処分の対象となる自転車等の種別，型式，色その他自転車等を特定する事項 

（２） 処分年月日 

（３） その他市長が必要と認める事項 

（自転車等の処分） 

第１１条 条例第１４条第２項の規定による処分の方法は，当該自転車等を売却，又は自転

車等の買受人がいないとき若しくは売却することができないときは，廃棄等の処分による

ものとする。 

２ 前項の規定により売却された自転車等の代金は，条例第１４条第１項の規定による撤去

保管の告示の日から起算して６月まで，当該自転車等に代え保管するものとする。 

（費用の額） 

第１２条 条例第１５条第２項に規定する費用の額は，自転車１台について２，０００円以
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内，原動機付自転車及び自動二輪車各１台について４，０００円以内とする。 

（その他） 

第１３条 この規則に定めるもののほか，必要な事項は，市長が別に定める。 

付 則 

この規則は，平成１７年９月１日から施行する。 

 


